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熊本県における医療機関の主な被害状況と医療支援活動の状況（時系列）

keyword 「ＤＭＡＴ」と「ＪＭＡＴ」

★ 福岡市医師会インターネットホームページにアクセスいただくと、本レポートのバックナンバーや

読みやすいカラー版（PDF形式）がダウンロード可能です！

（http://www.city.fukuoka.med.or.jp/jouhousitsu/report.html）

今年４月、熊本、大分両県を襲った「熊本地震」は、家屋の倒壊やライフラインの断絶など各地に大きな爪痕を残した。特に、４月14日、

16日立て続けに震度７の地震を記録した熊本県では、熊本市内の基幹病院を含む医療機関の半数以上が被災し、1,500名を超える

患者が県内外の医療機関に移送される事態となった。３ヵ月が経過した現在、熊本県の医療提供体制は復旧しつつあるが、一方で、

いまだ約４千人以上の被災者が避難生活を余儀なくされており、長びく避難生活での健康管理や心のケアが必要とされている。

今号の医療情報室レポートでは、今回の地震で熊本県を中心に行われた医療支援活動状況を振り返るとともに、今後の災害発生

に備えて患者の命を預かる医療機関がどのような対策をとるべきなのか考えてみたい。

● 「熊本地震」における主な医療チームの支援活動状況

○災害派遣医療チーム「ＤＭＡＴ」の活動

平成28年４月14日、21時26分の地震（前震）の発生を受け、熊本県は、急性期

（概ね48時間以内）の活動を前提とした災害派遣医療チーム「ＤＭＡＴ」の派遣を

熊本ＤＭＡＴ指定病院に要請し、翌15日には、九州ＤＭＡＴへと派遣要請を拡大す

るが、４月16日に再び震度７の本震が発生したことを受け、全国へ派遣要請を拡大

した。ＤＭＡＴは、地震発生直後から４月17日までの間に全国222チームの1,028

名が患者1,500名の移送や救護所の支援などにあたったとされており、４月23日を

以て被災地における医療支援活動をＪＭＡＴ等に引き継ぎ撤収した。

○日本医師会の対応と日医災害医療チーム「ＪＭＡＴ」の活動

日本医師会は、４月14日の地震（前震）発生直後から現地の情報収集を開始し

たが、同日時点では被害が限局していたため熊本県医師会によるＪＭＡＴ派遣で対応

できると判断した。しかし、４月16日に再び震度７の本震が発生したことを受けて、

九州医師会連合会災害時医療救護協定書を基本としつつＪＭＡＴの派遣要請を全国に

拡大。さらに４月18日には、日本医師会など20組織（39団体）からなる「被災者

健康支援連絡協議会」の第１回会合を緊急開催し、各団体の支援内容の確認とともに、

各専門団体の強みを生かした細やかな支援を行うことなどを要請した。ＪＭＡＴの活

動は、４月19日頃から本格化し、全国542チームの2,421名が被災地で避難者の医

療、健康管理、避難所の公衆衛生対策、派遣先地域の医療ニーズの把握などに努めた。

5月11日には、被災地域の医療提供体制が概ね回復したことによりＪＭＡＴの新規

参加登録が打ち切られ、５月末日には殆どのＪＭＡＴが引き上げられた。

○災害派遣精神医療チーム「ＤＰＡＴ」の活動

精神科医療や精神保健活動の支援を行う専門的なチームＤＰＡＴは、精神科医療機

関の入院患者の搬送を中心に活動し、7施設の合計591人（県内319人、県外272

人）を搬送し、転院の支援と並行して避難所などで被災者の心のケアにあたった。

・熊本市医師会の543会員医療機関中207機関に被害あり（38％）

医療機関の ・熊本市医師会の543医療機関中285機関に被害あり（52.4％）

主な被害状況 ・熊本県内の透析医療機関94機関中21機関に被害あり

・熊本市民病院が倒壊の危険から患者323人を移送、その他、複数の県内基幹病院で患者の受け入れ中止や他院への搬送を実施

４月 ５月 ６月

（6/8） JMAT 542チーム2,421名が活動

（5/11） 福岡県医師会よりJMAT派遣新規参加登録打ち切りの通知あり

（4/26） 「被災者健康支援連絡協議会」の第２回会合を開催

（4/23） DMAT待機終了、各拠点支援を除き撤収
医療支援の
活動状況等 （4/21） 福岡市医師会職員３名熊本市医師会へ支援物資搬入

（4/19) 福岡県医師会より福岡市医師会へＪＭＡＴ派遣協力依頼

（4/18） 「被災者健康支援連絡協議会」の第１回会合を緊急開催

（4/17） DMAT 222チーム1,028名が活動

（4/15） DＭAT、ＪＭＡＴ、日本赤十字社など各医療救護チームの派遣が開始される

「DＭＡＴ」 “Disaster Medical Association Team”

阪神・淡路大震災を機に、厚生労働省により、平成17年
に組織化された災害派遣医療チーム。医師、看護師、
業務調整員など専門的な訓練を受けたメンバーで構成
され、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現
場で、急性期（概ね４８時間以内）に活動することを目的
としている。

「ＪＭＡＴ」 “Japan Medical Association Team”

日本医師会により、平成22年に組織化。医師のプロ
フェッショナルオートノミーに基づき、被災地の医師会
等からの要請に基づいて派遣を行う。DMATと入れ替
わるように被災地に入り、避難所等における医療・健康
管理活動を中心として、主に災害急性期以降を担う。
東日本大震災では、平成23年7月までの４ヵ月間派遣
が続いたが、それ以降も災害関連死などの未然防止等
の支援が必要とされたため、「JMATⅡ」が平成28年３月
まで仮設診療所や被災地の医療機関で活動を続けた。



（表１）「災害医療に関する調査」のアンケート項目と結果（一部のみ抜粋）

・都道府県医師会相互で災害時医療協定を締結済みである ２７

・医療救護班の派遣に伴う経費を行政が負担 ４７

うち、災害救助法適用時のみ行政負担 １１

・医療救護班派遣に伴う２次災害時の補償責任を行政が負う ４１

うち、災害救助法適用時のみ行政が負う １３

・災害時やむを得ない場合、医師会判断で救護班を派遣でき、 ３３

事後報告により知事等が経費を負担する旨の規定がある

・（協定の）定期的な見直しの規定がある １１

・協定の形骸化の懸念など具体的な課題がある ２６

・ＪＭＡＴの災害時対応マニュアルや行動計画を策定している ２３

・全医師会員等への災害医療研修や教育を実施している ２１

※アンケートの回答者は都道府県医師会 （ｎ＝４７）

● 医療機関における防災対策のポイント

厚生労働省、病院団体、自治体などは、地震や火災などの災害発生時に多数の傷病者が発生すること等を想定し、病院向けの防災マニュアル

等を策定している。しかし、地域の医療機関には、その規模を問わず、患者や職員の安全を確保するとともに、有事の際には、可能な限り行政

や医師会の医療支援活動に協力することが期待されており、震災に備えた事前の訓練や以下に示すような最低限の防災対策を講じておくことが

求められているといえる。なお、マニュアルは随時見直すことが必要であるが、防災意識を高め有事の際に迅速に対応するためにも、医療機関

各部署のスタッフがマニュアルの作成、手直しにかかわることが重要である。

今回の熊本地震では、ＤＭＡＴなど数多くの医療チームが現地で活動したが、

一部のチームからは、全体を統率する指揮命令系統が不明瞭で動きにくかったこ

と、各チーム間の情報共有が図られず他チームとの連携がとれなかったなどの指

摘があがっており、より効率的・効果的な医療支援活動の構築に向けて、今後、

更なる検討が求められそうだ。

一方、今年３月、日本医師会の諮問機関である「救急災害医療対策委員会」が

報告書をまとめ、災害対策基本法で「指定公共機関」に位置付けられている日本

医師会が担うべき責務等について言及している。報告書では、2015年７月に、

日医が各都道府県医師会にアンケートを行った「災害医療に関する調査」の結果

概要（表１）を示し、各都道府県医師会と行政が締結している「災害時医療協定」の

規定内容や災害医療に関する研修の実施状況等を紹介。今後の日医の役割について

は、南海トラフ大震災等を見据え、都道府県医師会と連携しながらＪＭＡＴの更

なる充実を図り、国や地方の災害対策行政における医療の位置づけを高めていく

必要があると指摘している。また、昨年発生した常総市鬼怒川水害でのＪＭＡＴ

茨城の活動等を紹介し、大規模な集団災害対策等における医療関係チーム間の連

携についても触れている。

【参考】 日本医師会救急災害医療対策委員会報告書（平成28年3月）

＜掲載先ＵＲＬ＞ http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20160323_3.pdf

● Ｊ ＭＡＴの更なる充実と災害医療における医師会と行政の連携

★災害医療対策は、地域全体の取り組みと医療機関全スタッフのかかわりが欠かせない。

１９９５年（平成７年）に発生した「阪神・淡路大震災」では、初期救急医療の遅れにより『避けられた災害死』が５００人存在した

といわれているが、この震災を教訓に、災害拠点病院の設置や災害派遣医療チーム「ＤＭＡＴ」の発足が提言され、我が国の災害医療は

現在のような形に発展してきた。もちろん、災害急性期における、これらの災害拠点病院や医療チームの役割は非常に重要であるが、地域の

中・小規模病院や診療所においても、施設の損壊や災害が長期化する可能性などを踏まえ、診療の継続（ＢＣＰ：Business Continuity

Plan 事業継続計画）や地域の患者の健康管理を確保するための対策を講じておかなければならない。実際、２０１１年（平成２３年）に

発生した「東日本大震災」では、阪神・淡路大震災のような救命医療を要する外傷患者は少なかったものの、津波災害により多くの医療

機関が失われた結果、長期に亘る慢性疾患等への支援が中心となり、医療救護班の体制は十分機能しなかったとの指摘もある。

また、日医が各都道府県医師会に行ったアンケート「災害医療に関する調査」では、災害医療チームに関与しない地域医師会員等への

災害医療研修の実施状況を尋ねているが、これは日本医師会が、災害発生直後でＤＭＡＴが到着する前の時間帯、いわゆる「災害発生

ゼロ時」には、被災地の医師・医師会だけで対応せざるを得ない状況が生まれることを想定しており、地域の医師会員には、地域特性に

基づく災害リスクの評価や医学的なスキル、ＤＭＡＴやＪＭＡＴとの連携等が必要とみているためである。

災害時の医療機能の維持・確保に向けては、施設の耐震対策をはじめ、施設・設備の自己点検等に医療機関の全スタッフがかかわるこ

とが重要である。各医療機関において、施設の規模は異なり、防災訓練や対策についてもそれぞれの特性に応じた適切な対応が求められ

るが、ひとつ一つの対策に、医療機関のスタッフが目を向け、想定外の事態が起こった際にどのように行動すべきか問題意識を持つこと

で、防災対策のマンネリ化や形骸化が防げるはずである。すべてを網羅する完全な防災対策は難しいかもしれないが、普段から可能な限

りの対策や確認を行い、スタッフの防災意識を高めることで、万一の災害時に被害を軽減することにつながるだろう。

編 集 福岡市医師会：担当理事 庄司 哲也(情報企画担当)・岡本 育(広報担当)・一宮 仁(地域医療担当)

※ご質問やお知りになりたい情報(テーマ)がありましたら医療情報室までご連絡ください。（事務局担当 情報企画課 柚木 ）

（5852-1505 FAX852-1510 e-mail：j-kikaku@city.fukuoka.med.or.jp） Copyright©FMA All Rights Reserved

今回の熊本地震により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一刻も早い復興を祈念申し上げます。
また、会員の皆様方より寄せられた多くの義援金につきましては、被災者、被災地復興のため、全額を熊本市医師会ならびに日本医師会

（福岡県医師会経由）へ送金しました。多大なるご協力を賜り、心より厚くお礼申し上げます。

項 目 内 容

施設の安全対策 □ 立地条件の確認（山崩れ、落石、津波、延焼等の危険性など）

□ 耐震化対策の実施（耐震診断と補強工事など）

□ 屋内外の備品や工作物の落下、倒壊に備えた対策の実施
（窓ガラス飛散防止、医療設備や薬品棚・カルテ棚等の
転倒落下防止、レセコンのバックアップ、天井の照明器
具等の落下防止、門・塀の倒壊防止、老木等の補強、
不用物撤去、看板の落下防止)

□ 毒物・劇物、感染性廃棄物等の漏出、汚損防止策

必需品の備蓄等 □ 飲料水（1日1人あたり３Lを目安）、生活用水等

□ 非常用食料、日用生活品

□ 医薬品、医療用具、医療ガス

□ エネルギー源（自家発電装置等）

規程の作成と防災 □ 職員が自主的に集まるための参集規程の作成

訓練の実施 □ 震災時の役割分担計画と初動活動要領の作成

□ 定期的な防災訓練の実施

項 目 内 容

入院患者の安全 □ 重症患者の把握
対策

□ 点滴・人工呼吸器等の状態確認と把握

□ 患者を移送する場合の移送手段や移送先の検討

関係機関および □ 市町村、地元消防署その他関係機関、地域の応援

患者家族との 協力団体などとの連絡体制

連絡体制 □ 災害用伝言ダイヤルサービス「１７１」などを利用した
患者・家族との連絡方法の検討

地域との連携 □ 地域住民、自主消防組織、他の医療機関などとの
協力体制づくり

□ 医療救護班の派遣、応急救護所としての役割確認

□ 人工透析や在宅酸素療法を要する在宅患者等への対応

地震関連情報に □ 警報発表時に職員が取るべき行動の周知徹底

よる準備行動 □ 注意情報の段階で行う職員および患者等への情報伝達

□ 施設の耐震性に応じた警報発表時の外来診療継続


